
 

○須坂市消火栓放水器具等設置事業補助金交付要綱 

平成元年３月30日消防本部告示第１号 

改正 

平成２年３月１日消本告示第１号 

平成17年12月16日消本告示第２号 

平成18年３月30日消本告示第１号 

平成19年12月21日消本告示第１号 

須坂市消火栓放水器具等設置事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１ この要綱は、火災による被害を軽減するため、区又は区民による自主防災組織が消火

栓放水器具等をその区域内に設置する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を

交付することについて、須坂市補助金等交付規則（昭和47年規則第26号。以下「規則」と

いう。）に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２ この要綱において「消火栓放水器具等」とは、消防用ホース、消火栓スタンド、管槍、

消火栓開閉器及びこれら器具の格納する箱並びに消火器の技術上の規格を定める省令（昭

和39年自治省令第27号）に適合する消火器及びその格納する箱をいう。 

（経費及び補助額） 

第３ 第１に規定する補助金の交付対象となる経費及び補助額は、次の表のとおりとする。 

  

 対象経費 補助額  

 消火栓放水器具等の器具購入費及び設置工事費 ２分の１以内の額。ただし、５万円を限

度とする。 

 

（交付申請書等） 

第４ 規則第３条に規定する申請書は、須坂市消火栓放水器具等設置事業補助金交付申請書

（様式第１号）によるものとする。 

２ 規則第３条に規定する関係書類は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 事業計画書及び経費内訳書 

(２) 設置場所周辺の略図 

（交付決定書） 

第５ 規則第６条に規定する決定書は、須坂市消火栓放水器具等設置事業補助金交付決定通

知書（様式第２号）によるものとする。 

（実績報告書等） 

第６ 規則第12条に規定する実績報告書は、須坂市消火栓放水器具等設置事業実績報告書（様

式第３号）によるものとする。 

２ 規則第12条に規定する必要な書類は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 経費支払領収書の写し 

(２) 設置器具等の写真 

３ 前２項の書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は

交付決定のあった日の属する年度の３月31日のいずれか早い日とする。 

（補助金の交付請求） 

第７ 補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、須坂市消火栓放水器具等設置

事業補助金交付請求書（様式第４号）によるものとする。 

（補則） 

第８ この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 



この要綱は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則（平成２年３月１日消本告示第１号） 

この要綱は、平成２年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年12月16日消本告示第２号） 

この要綱は、平成18年１月１日から施行する。 

附 則（平成18年３月30日消本告示第１号） 

この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年12月21日消本告示第１号） 

この要綱は、平成20年１月１日から施行する。 

様式第１号（第４関係） 

様式第２号（第５関係） 

様式第３号（第６関係） 

様式第４号（第７関係） 


